
 

 

4.4. 地球環境 
 

 

（1）現状と課題 

①温室効果ガス排出量  

〇市域の温室効果ガス排出量は、基準年である平成 25 年度以降増減を繰り返し、

直近の平成 30 年度は 689 千 tCO2と基準年から 9 千 tCO2減少しており、こ

のまま進む（現状趨勢）と令和 12 年度で 633千 tCO2になることが見込まれま

す。 

〇市の事務事業については、省エネルギー化と職員の環境活動の実践を進め、平成

20 年度からは、環境マネジメントシステムを構築し、温室効果ガス排出量の削

減に一定程度の効果を上げています。 

〇令和元年のアンケート結果より、「地球温暖化防止のための対策」、「省エネル

ギー対策」は重点改善項目（市民の満足度が低く重要度が高い）となっていま

す。地球温暖化の影響を「緩和」するために取り組むべきこととして要望の高い

ものは、「公共交通機関の充実・利便性を向上する（44.2％）」、「ごみの減量

やリサイクルなどの資源の有効活用を促進する（34.2％）」、「省エネ設備など

の普及にかかる支援制度の充実（28.7％）」が挙げられます。 

 

〇温室効果ガス排出量は、国の削減目標に準じて 2030 年度まで

に基準年度比（2013 年度）で 46％の削減、2050 年までに

カーボンニュートラルが求められていることから、実現に向け

た対策を一層強化することが求められます。 

 

 

 
図 4-14：温室効果ガス排出量の推移予測 

（対策を講じなかった場合） 
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②省エネルギー化の取組  

〇令和元年度のアンケート結果より、環境配慮行動を行っている（時々行っている

も含む）割合は、「節電などの省エネを心掛けている」が 95.3％、「意識して

省エネ製品を購入している」が 71.0％となっています。 

〇実施した取組は啓発が中心で、「環境ひろば」や、「出前講座」などのなかで地

球温暖化問題を取り上げてきたほか、市のホームページや広報きたひろしま、パ

ンフレットなどで省エネ情報の提供を行っています。 

 

〇環境意識調査より、省エネルギー行動や省エネ製品の購入は、

市民に浸透しつつありますが、温室効果ガス排出量の大幅な削

減を実現し、限りある資源を有効に活用していくためには、更

なる取組の推進が求められます。 

 

 

 

  
※四捨五入の関係で、合計しても100％とならない場合があります。 

図 4-15：節電などの省エネを心掛けている     図 4-16：外出時に自家用車の使用を控え、公共交通機 

（市民意識調査結果）           関を利用するようにしている（市民意識調査結果） 

 

 

  
※四捨五入の関係で、合計しても100％とならない場合があります。 

図4-17：自家用車のアイドリングストップを      図4-18：意識して省エネ製品を購入している 

実践している（市民意識調査結果）          （市民意識調査結果）  
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③再生可能エネルギー・次世代エネルギー  

〇市全体の再生可能エネルギー導入量を見ると、ほぼ全てが太陽光発電によるもの

で、事業者による大規模でかつ FIT 売電が中心になっていると考えられます。 

〇市では、「北広島市一般住宅用太陽光発電システム設置事業補助金」制度を実施

していますが、令和元年のアンケート結果より、家庭における再生可能エネルギ

ーの利用は浸透していない状況が伺えます。 

〇平成 20 年度から「廃食用油回収事業」を開始しており、市内の 4箇所で家庭か

ら排出される廃食用油を回収しています。平成 30 年度は 3,530L を回収してお

り、主にバイオ再生重油に再生され、燃料として再利用しています。 

 

〇家庭や事業者における自家消費を主とした適正規模の太陽光発

電などの普及や次世代エネルギーの活用が将来的に重要となっ

てきます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

※FIT売電をしている再生可能エネルギー設備 
のみを集計としています。 

図 4-19：太陽光発電の補助件数       図 4-20：市全体の再生可能エネルギー導入量の推移 

出典：【太陽光発電の補助件数】北広島のかんきょう（北広島市） 

【市全体の再生可能エネルギー導入量】固定価格買取制度 情報公表用ウェブサイト（経済産業省） 

 
 
 

   
※四捨五入の関係で、合計しても100％とならない場合
があります。 

図 4-21：市内における規模別太陽光発電の導入割合   図 4-22：太陽光発電やバイオマス等の生再可能エネ 

ルギーを使っているか（市民意識調査結果） 

出典：【市内における規模別太陽光発電の導入割合】固定価格買取制度 情報公表用ウェブサイト（資源エネルギー庁）  
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④気候変動  

〇気象庁の地球温暖化予測情報第 9巻に基づき作成された、21 世紀末の石狩地方

の気候によると、石狩地方では、年間平均気温が約 5℃上昇すること、ほとんど

見られない真夏日が年に 30 日程度出現すること、一方で真冬日は年に 5日程度

に減ること、大雨・短時間強雨の発生日（回）数がともに増加すること、などが

予測されています。 

〇国や北海道の影響評価によると、農業、水資源、自然生態系、自然災害、健康、

都市生活等の各分野で影響が出ることが予測されています。 

〇令和元年のアンケート結果より、「気候変動・異常気象への適応対策」は重点改

善項目（市民の満足度が低く重要度が高い）となっています。気候変動への適応

のために取り組むべきこととして、要望の高いものは「集中豪雨や大雨、土砂災

害などへの対策（87.5％）」、「熱中症や感染症などへの対策（49.7％）」、

「水不足などへの対策（44.3％）」が挙げられます。 

 

〇気候変動によりさまざまな影響が出ることが予測されており、

重点改善項目であることから、対策を行っていくことが求めら

れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各結果は、温室効果ガスの排出削減対策が今後追加的に行われず、地球温暖化が最も進行する場合の「RCP8.5」シナリ
オを用い、20世紀末の気候（現在気候：1980～1999年）に対して、21世紀末の気候（将来気候：2076～2095
年）を比較したものです。 

図 4-23：石狩地方における気候変化の将来予測 

出典：21 世紀末の石狩地方の気候（気象庁） 
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（2）基本方針 

「カーボンニュートラルを目指した、地球にやさしいまち」の実現に向け、市民・事業者・行政が

一体となり、脱炭素社会に向けた取組みが広がるよう、再生可能エネルギーの導入や省エネルギー設

備への更新、次世代自動車の導入などの効果の高い地球温暖化対策を進めていきます。 

 

（3）取組内容（環境施策） 

①地球温暖化対策の推進  

1）計画的な温暖化対策の推進  

●地球温暖化対策実行計画（事務事業編）に基づき、市の各施設や事業で省エネ行動や

リサイクルに取り組み、温暖化対策を率先して推進します。 

 

 

2）身近な温暖化対策の推進  

●温暖化による影響などについて、市民や事業者に対し、市のホームページや環境ひろ

ば、その他のイベントを通じて積極的な情報提供を実施し、カーボンニュートラル達

成に向けた認識共有、機運醸成・行動喚起を促進します。 

●温室効果ガス排出量を削減するため、節電やアイドリングストップなどの省エネ行動

や節水、ごみを減らす暮らしなどの省資源に留意した生活の必要性について啓発しま

す。 

●エコドライブ・アイドリングストップ等について情報提供を行うとともに、エコドラ

イブ講習会等を実施します。 

●若年層の温暖化への認識が低いことに対応し、小学生などの子どもを対象にした啓発

や情報提供に努めます。 

●省エネルギー設備に関する情報や導入支援策などについて情報提供に努めます。 

●環境に配慮した消費者（グリーンコンシューマー）を育成するため、情報提供等に努

めます。 

●EV・PHEV・FCV 等の次世代自動車の導入について情報提供等に努めます。 

●ファストフード等の消費が拡大している中で、食や農を考える機会をつくり、地産地

消を促進します。 

●地元農作物の直売所や体験型農業といったグリーンツーリズム活動を支援し、地産地

消を促進します。 

●民有林の整備による森林吸収源対策を促進します。 

●環境保全型農業を促進します。 

●省エネルギー農業機械の導入を促進します。 

●施設園芸における省エネルギー化を促進します。 

●市民参加による植樹を実施します。  



 

 

3）事業活動における温暖化対策の推進 

●ISO14001 など、環境マネジメントシステムの導入に向けて啓発します。 

●省エネルギーに関する情報や、温暖化情報などをテーマとした出前講座を実施しま

す。 

●エネルギー消費の少ない再生品の使用など、環境にやさしい製品・サービスの購入に

ついて啓発します。 

●化石由来の原料の使用量を減らすため、家庭から収集したペットボトルについて、ペ

ットボトルのケミカルリサイクル「ボトル toボトル」の実施を検討します。 

 

4）省エネルギーの促進  

●AI やⅠoT等を活用した公共施設におけるエネルギー管理を検討します。 

●ＬＥＤ街路灯の設置等について自治会等への補助を実施します。 

●市有施設の新築や改修にあたっては、個別の施設修繕計画に併せて、施設のZEB
ゼ ブ

（ゼ

ロエネルギービル）化を検討します。 

●老朽化した照明灯について、環境負荷低減を目的にＬＥＤ化を推進します。 

●公共施設への LED 照明の導入や再生可能エネルギーの導入を検討します。 

 

５）再生可能エネルギー・次世代エネルギーの活用  

●太陽光発電等の新たなエネルギーの導入支援と地中熱等の未利用エネルギーに対する

国の支援策などの情報提供を行います。 

●生ごみの分別回収によるバイオガス化の取組を推進し、発生したガスを活用します。 

●家庭から出る廃食用油の回収を継続し、燃料として活用します。 

●一般住宅や事業所の ZEB 化・ZEH 化に向けた支援策を検討します。 

●EV・PHEV・FCV等の次世代自動車の普及促進について、導入支援策を検討します。 

●市の公用車を新たに購入・リース等する場合には、原則として BEV・PHEV・FCV

等の次世代自動車の導入を検討します。 

●水素サプライチェーン構築に向けた情報の収集と提供に努めます。 

●市有公共施設への急速給電設備の設置を検討します。 

●自家用自動車や業務用自動車について次世代自動車の導入を促進します。 

●急速給電設備等のインフラ整備を検討します。 

     ●道央廃棄物処理組合による、ごみの焼却処理及びごみの焼却熱を利用した発電システ

ムの運用を実施します。 



 

 

６）低炭素型交通体系の構築  

●利便性の高い持続可能な公共交通網の構築を図るため、地域公共交通活性化協議会を

はじめとした、市民、交通事業者等との連携を推進します。 

●モビリティ・マネジメントや市民との連携等により、公共交通を利用しやすい公共交

通網の形成を図ります。 

●バス路線の利用状況や利用者ニーズを把握し、バス利用者が利用しやすい公共交通網

の形成を図ります。 

●ＪＲ北広島駅や各地域からボールパークにアクセスするための公共交通網の形成を図

ります。 

●自動運転やＭaaS（マース）などの先端技術を用いた新たな交通サービスについての

調査を推進します。 

●パーク・アンド・ライドの利用を促進します。 

●幹線道路の改良や整備を実施して、自動車交通の円滑化を図り、渋滞緩和策を推進し

ます。 

 

 

②気候変動による影響への適応  

1）自然災害対策  

●北広島市強靭化計画に基づき、気候変動等による影響の少ないまちづくりに努めま

す。 

●災害廃棄物の収集、処理を適正かつ迅速に実施するため、災害廃棄物処理計画の策定

を検討します。 

●東の里遊水地等を活用した治水対策を実施します。 

●水源の涵養など森林の保有する多面的機能の維持に努めます。 

 

 

２）自然・健康対策  

●動植物データの収集体制の整備について、検討します。 

●熱中症対策について周知します。 

 

 

③その他の地球環境問題への対応  

1）オゾン層破壊、酸性雨等の情報提供等  

●フロン等の回収と廃棄を推進します。 

●酸性雨や森林破壊などの動向について、情報収集と提供に努めます。 

  



 

 

（4）成果指標 

指標 実績値（2018年度） 目標値（2030年度） 

市内の温室効果ガス排出量 
689（千ｔ―CO₂） 

※2013 年度基準年 

385（千ｔ―CO₂） 

※基準年から 46％削減 

新築住宅における ZEHの割合 調査未実施 50％ 

事業所の ZEBの割合 調査未実施 50％ 

LED 照明の導入率 調査未実施 100％ 

設置可能な公共施設への再生可能エネ

ルギー設備の導入割合 
12％ 50％ 

HEMS 及び BEMS の導入割合 調査未実施 30％ 

次世代自動車の導入率 調査未実施 50％ 

積極的に温暖化対策を実践している人の

割合（アンケート調査による） 

12％ 70％ 

 

※本計画における ZEHの範囲 

 

要件 省エネ率 エネルギー削減率 

ZEH 

省エネ機器の活用に加え、 

再生可能エネルギーの導入 

 

２０％以上 

100％以上 

Nearly 

ZEH 75～100％ 

 

※本計画における ZEBの範囲 

 要件 

省エネ率 エネルギー削減率 

ZEB 

省エネ機器の活用に加え、 

再生可能エネルギーの導入 

 50％以上 

100％以上 

Nearly 

ZEB 75～100％ 

ZEB 

Ready 省エネ機器の活用 50％以上 

ZEB 

Oriented 

再生可能エネルギーの導入に加え、

国が定めた技術を導入したビルで

延べ面積が 1 万㎡以上の建物 

30％または 40％以上 
30％または 

40％以上 

 

 

 



 

 

（5）市民・事業者の役割（行動指針） 

①市民  

●節電などにより、省エネルギー対策に努めます。 

●LED 照明などの省エネルギー機器の導入や、再生可能エネルギーの導入について検

討します。 

●文具等を購入する際は、グリーン購入に努めます。 

●自動車を新たに所有する際は、EV・PHEV・FCV 等の次世代自動車を検討します。 

●農作物の地産地消に努めます。 

●移動手段は、徒歩や自転車、公共交通機関の利用に努めます。 

●住宅を新築・改築する際は、ZEH化について検討します。 

●省エネ性能の高い家電などの環境配慮型製品への買換えを検討します。 

●HEMS
ヘ ム ス

（ホームエネルギーマネジメントシステム）などのエネルギーマネジメントシ

ステムの導入について検討します。 

●生ごみは分別して排出するか、コンポスト等を利用して自家処理します。 

●熱中症等の対策を充分に行います。 

 

 

②事業者  

●節電などにより、省エネルギー対策に努めます。 

●事業活動で使用する文具等は、グリーン購入に努めます。 

●FEMS
フ ェ ム ス

（ファクトリーエネルギーマネジメントシステム）BEMS
ベ ム ス

（ビルエネルギーマ

ネジメントシステム）などのエネルギーマネジメントシステムの導入について検討し

ます。 

●LED 照明などの省エネルギー機器の導入や、再生可能エネルギーの導入について検

討します。 

●業務用の自動車を導入する際は、EV・PHEV・FCV 等の次世代自動車の導入を検討

します。 

●省エネルギー農機の導入について検討します。 

      ●事業所の新築や改修時には ZEB化について検討します。 

       ●事業所から発生する生ごみは分別して排出します。 

 

  



 

 

 
 

 

2023年度 ～ 2025年度 ～ 2030年度

温室効果ガス

削減目標
385,560ｔ－CO₂

温室効果ガス

排出量

▲315,000ｔ－CO₂以上

（▲45％以上）

森林

吸収量

△13,000ｔ－CO₂以上

（△1.8％以上）

各施策
温室効果ガス

削減量

省エネルギー性能の高い設

備・機器等の導入

FEMSなどのエネルギーマネ

ジメントシステムの導入

再生可能エネルギーの導入

省エネルギー農機の導入

施設園芸における省エネル

ギー設備の導入

節電などによる省エネルギー

対策

BEMSなどのエネルギーマネ

ジメントシステムの導入

LED照明などの省エネルギー

機器の導入

再生可能エネルギーの導入

事業所のZEB化

節電などによる、省エネル

ギー対策

LED照明などの省エネルギー

機器の導入

再生可能エネルギーの導入

住宅のＺＥＨ化

省エネ性能の高い家電などの

環境配慮型製品への買換え

HEMSなどのエネルギーマネ

ジメントシステムの導入

自家用車の次世代自動車への

変更

自家用車から徒歩や自転車、

公共機関の利用への転換

農作物の地産地消

業務用車両の次世代自動車へ

の変更

民有林の整備
△13,000ｔ－

CO₂以上

事業用再生可能エネルギー施

設の適切な維持管理

▲22,000ｔ－

CO₂以上

各部門の2013年度

温室効果ガス排出量（単位ｔ－CO₂）

業務その他部門

110,000
（事業所で使用される照明や冷暖房等に使用

されるエネルギーなどが含まれます。）

家庭部門

148,000
（家庭で使用する照明や冷暖房等に使用され

るエネルギーなどが含まれます。）

運輸部門

147,000
（公共交通機関や業務用車両、自家用車に使

用されるエネルギーなどが含まれます。）

森林吸収源対策
森林経営管理制度による森林整備を実施することにより、温室効果ガスの吸収が見

込まれます。

再生可能エネルギーの活用
既に市内に設置されている事業用再生可能エネルギー施設を適切に維持管理するこ

とにより、温室効果ガスの削減が見込まれます。

※温室効果ガス削減量の推計には、国や北海道の施策による省エネルギー機器等の性能向上やエネルギー消費原単位の変更等を見込んで計算しています。

※市役所の温室効果ガス排出量削減対対策については、北広島市役所事務事業第５次地球温暖化対策実行計画に掲載しています。

産業部門

281,000
（製造業、建設業、農業等で製品の製造等に

使用されるエネルギーなどが含まれます。）

自家用車の50％が次世代自動車になると、29,000ｔ以上のCO₂削減効果が見込まれ

ます。

▲39,000ｔ－

CO₂以上

近距離の移動や、公共交通機関が整備されている場所への移動にガソリン自動車以

外を活用することにより、温室効果ガスの削減が見込まれます。

農作物を運ぶ距離が短くなることにより、輸送に係る化石燃料等の使用量が減少

し、温室効果ガスの削減が見込まれます。

業務用車両の50％が次世代自動車になると、1,000ｔ以上のCO₂削減効果が見込ま

れます。

すべての家庭で暖房や冷房の設定温度を１℃調整するなどの節電対策を実施するこ

とにより、3,300ｔ以上のCO₂削減効果が見込まれます。

▲79,000ｔ－

CO₂以上

すべての家庭でＬＥＤ照明に変更することにより、4,000ｔ以上のCO₂削減効果が

見込まれます。

太陽光、地熱などの再生可能エネルギーを導入することにより、温室効果ガスの削

減が見込まれます。

省エネと創エネにより、建物で消費する年間の１次エネルギー収支ゼロを目指すこ

とで、温室効果ガスの削減が見込まれます。

冷蔵庫、テレビ、温水洗浄便座等の家電製品を省エネ性能の高い家電に買い替える

ことにより、温室効果ガスの削減が見込まれます。

30％の世帯でHEMSを導入することにより、4,000ｔ以上のCO₂削減効果が見込ま

れます。

すべての事業所等で、暖房や冷房の設定温度を１℃調整するなどの節電対策を実施

することにより、1,300ｔ以上のCO₂削減効果が見込まれます。

▲48,000ｔ－

CO₂以上

30％の事業所等でBEMSを導入することにより、3,000ｔ以上のCO₂削減効果が見

込まれます。

すべての事業所等でＬＥＤ照明に変更することにより、12,000ｔ以上のCO₂削減効

果が見込まれます。

太陽光、地熱などの再生可能エネルギーを導入することにより、温室効果ガスの削

減が見込まれます。

省エネと創エネにより、建物で消費する年間の１次エネルギー収支ゼロを目指すこ

とで、温室効果ガスの削減が見込まれます。

高効率空調、産業ヒートポンプ、産業用の高効率照明などを導入することにより、

温室効果ガスの削減が見込まれます。

▲120,000ｔ－

CO₂以上

FEMSを導入することにより、エネルギーコストが分析・管理されるため、温室効

果ガスの削減が見込まれます。

太陽光、地熱、バイオマスなどの再生可能エネルギーを導入することにより、温室

効果ガスの削減が見込まれます。

低燃費型や高効率型の農業機械などを導入することにより、温室効果ガスの削減が

見込まれます。

省エネルギー型の加温設備等を導入することにより、燃油使用料の削減が見込まれ

るため、温室効果ガスの削減が見込まれます。

2050年カーボンニュートラル達成に向けたロードマップ（市民・事業所編）
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2013年度温室効果ガス排出量　698,000ｔーCO₂

（2013年度を基準年度とする）

算出根拠など

４６％削減


